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自己紹介 

私は 1951年に原爆の投下された広島県で生まれ、現在 67歳です。3人の子どもに恵まれ 3人の孫がお

り、来年５月にはもう一人孫が生まれる予定です。 

私に一人目の子ども（娘）が生まれたのは 1980 年。当時様々な環境汚染が表面化し、それによる健康被

害が出てきていました。私が農薬や食品添加物などの化学物質による体への影響を心配し、不安を抱くよう

になったのもこの頃です。 

その不安から情報を集め学んでゆく中で、夫と私は娘のためにも体をつくる元になる食べ物は自給したい

と、住まいを東京から夫の実家のある飯塚市へと移しました。 

畑を耕し、鶏を飼い、味噌やパンを作るという私達が思い描いていた生活が始まりました。 

私達の野菜作りには農薬はもちろん化学肥料も使いません。枯れ木などを集めて燃やした後の草木灰、

私達の出した排泄物、鶏糞、枯れ草、枯れ葉を畑に入れ、後は自然にお任せする、というのが農業経験のな

い私たちの野菜作りでした。 

5〜6年が過ぎ、我が家流の野菜づくりと言えるものが定着しかけた頃、1986年 4月 26日、旧ソ連でチェ

ルノブイリ原発事故が起こりました。この事故を知ることで、私達は原発を止めたい！と強く思うようになったの

です。 

 

チェルノブイリ原発事故から学ぶ 

チェルノブイリ原発事故で放出された放射能はジェット気流に乗って地球規模の汚染をもたらしました。 

後で知って大変な衝撃を受けたのですが、当時 1300km 以上離れた旧西ドイツのミュンヘンでは、子どもが

砂場で遊ぶのにも放射線防護服を着なければならない程の放射能（ヨウ素１３１）汚染があったのです。

1300km といえば福岡から北海道までの距離で、日本列島のどこかで原発事故が起これば、風向き次第で

自分の住む町が汚染地域になりかねないということです。 

私達の住む日本はチェルノブイリから 8000km離れていますが、各地でチェルノブイリからの放射性ヨウ素

１３１が観測されました。その中でも千葉市では雨水１リットル中 13300 ピコキュリーが観測されたのです。日

本政府は「原子力発電所周辺の防災対策について」の中で、１リットル当たり 3000ピコキュリー以上汚染され

た水を飲んではならないと定めています。この時千葉市に降った雨はこの規制値の４倍以上、まさに非常事

態だったのです。この事を一体どれだけの人が認識できていたでしょうか？ 

放射能の雨は畑や田んぼを汚染し、野菜も汚染しました。 

放射能の影響は幼いものほど大きいと言われています。だから大人よりも子ども、子どもよりも幼児、胎児の

ほうが影響は大きい、そんな大事なことを私は知りませんでした。 

当時私には３番目の子どもがお腹にいました。原発事故が遠くで起こり、朧気ながらの不安はあっても、放

射能に関する知識はありませんでした。政府からの「野菜は念のためよく洗ったほうが望ましい」と言う発表が

あった時も、それ以外の情報はあまりなく、「大丈夫かな？」と疑いながらも、とりあえず普段よりは丁寧に洗っ

たのを覚えています。食卓の上に並ぶのはそれまで通り野菜中心でした。よく洗ってもヨウ素１３１の落ちるの

はせいぜい２割と知ったのは、半減期の短い（８日）ヨウ素１３１の毒性を気にしなくても良くなった１０月末の頃

でした。 

 



物理学者だった故藤田祐幸さんの著書を読むと、そこには次のような言葉が並んでいました。打ちのめさ

れました。「僕は 5月 4日から 6月 22日まで野菜を食べなかったんです。政府の出した 6月 6日の安全宣

言までに放射能は 10分の 1に落ちました。それでも僕は我慢して 100分の１に落ちるのを待ちました。大人

にとってはこの放射能による被曝はたいしたものではなかったのですが、乳児や胎児にとっては無視できる

状況ではなかったと今でも確信しています。」この藤田さんの確信を、3番目の子どもが生まれた9月29日の

後に知りました。藤田さんが 1ヶ月半食べなかった野菜を、5歳と 2歳の子ども達に食べさせ、妊娠中の私が

食べたことによって胎児にも食べさせたのです。子ども達を“被曝させた”のです。 

 

福島原発事故に学ぶ 

2011年 3月 11日、その日私はこの法廷にいました。プルサーマル裁判が始まるのを待っている時、東京

にいる臨月を迎えた娘からメールが入りました。「お母さん、今大きな地震があったけど、私もお腹の赤ちゃん

も大丈夫だから」と。「ああそうなんだ」と普通に受け止めただけで、原発事故、メルトダウンがこれから始まろう

としているとは予想もしていませんでした。 

裁判が終わって次の集会が始まる頃、情報は次々に入ってきました。全電源喪失、燃料棒むき出し、メルト

ダウンの可能性・・・。集会の終わるのも待ちきれず会場を後にし、佐賀から自宅のある飯塚市へ帰りつくまで

の 3時間半はすべてが上の空。頭の中は娘とお腹の赤ちゃんを被曝させたくない、ということばかり。 

福島から東京までは約 200km。その距離は何の安心材料にもならないことはチェルノブイリの教訓です。

自宅に着くなり娘に電話。「避難したほうがいいよ！」。娘にとっては唐突で現実感の薄い話だったかもしれま

せん。でも私も必死でした。福島がチェルノブイリ事故のようになるかも・・・と。 

結果的に、娘夫婦は原発の爆発を見て飯塚への避難を決めました。 

避難はしましたがそれで安心ではありません。福島から飯塚までの距離は約 1000km、放射能がやって来

ないとは限りません。私達は飯塚の放射能汚染の可能性を考え準備しました。まず食料です。大量の玄米を

買い、畑の野菜は（まだ放射能が来る前だったので）全て収穫して冷凍、水はヨウ素１３１の毒性が落ちるまで

を考えて汲み置きするなどです。娘たちを被曝から守るためです。避難時の被曝を防ぐための装備として雨

合羽、ゴム手袋、防塵マスクなどを買い揃えました。早朝から夜遅くまでテレビにかじり付き、娘の夫はインタ

ーネットから情報を集める、原発事故を中心にすべてが回る異常な日々でした。 

 

私達が守るべきもの 

原発事故は一瞬で食べ物を食べられないものに変えてしまいます。食べ物は人にとって最も大事なエネ

ルギー、このエネルギーをダメにしてしまうのです。 

原発が動く限り放射能は生み出され続けるのです。その量は１日に広島原爆３〜４発分。出てくる放射能

のゴミは１０万年の安全管理が必要です。その技術は未だできていません。この事実は事故があろうとなかろ

うと、いずれは私達の、そして未来の子ども達の暮らす環境中に出てくるだろうということです。 

だからこそ、放射能を増やすこと、それ自体を止めなければなりません。 

 

最後に 

私達は明日につながる今日であって欲しいのです。 

子や孫に野菜を届ける時この上ない幸せを感じます。 

だから放射能の心配など必要のない暮らしがしたいのです。 

裁判長、私達の今の暮らしを続けられるよう、どうか公正な判断をお願いします。 
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